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日本放送協会 理事会議事録
（２０１９年１２月 ６日開催分）

２０１９年１２月２７日（金）公表

＜会 議 の 名 称＞

理 事 会（持ち回り）

＜会  議  日  時＞

２０１９年１２月 ６日（金）

以下の議案について、堂元副会長、木田専務理事、板野専務理事、

児野専務理事・技師長、荒木専務理事、松原理事、黄木理事、中田理事、

鈴木理事、松坂理事、正籬理事に持ち回り説明した。会長はこれを受け

て、原案どおり決定した。

付議事項 

１ 審議事項 

（１）「インターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱い

に関する総務省の基本的考え方に関する検討の要請」への対応に

ついて

議事内容 

１ 審議事項 

（１）「インターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱い

に関する総務省の基本的考え方に関する検討の要請」への対応に

ついて 

（経営企画局） 

ＮＨＫは、２０１９年１０月１５日に、放送法の一部を改正する法律

（以下、「改正放送法」）による改正後の放送法第２０条第９項の規定、

および「日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関



 
2 

するガイドライン」を踏まえて、インターネット活用業務実施基準の変

更案（以下、「実施基準案」）の認可申請を行いました。それに対して、

総務省は、１１月８日に、「日本放送協会のインターネット活用業務実施

基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方」（以

下、「基本的考え方」）を取りまとめ、ＮＨＫに対して検討を要請しまし

た。このたび、その検討結果を取りまとめましたので、審議をお願いし

ます。 

まず、回答全体の枠組みについて説明します。 

検討結果は、基本的考え方の前半部分、「（１）『１．協会の業務に関

する総務省の基本的考え方』および『２．業務の実施に当たって留意す

べき事項』について」と、後半部分、「（２）『４．ＮＨＫ案に対する総

務省の基本的考え方』について」の２つに分けています。そして、検討

結果を示す前に、ＮＨＫとして、なぜ常時同時配信と見逃し番組配信を

実施する必要があると考えているのかについて、あらためて記していま

す。記載内容は以下のとおりです。 

「協会は、改正放送法を踏まえ、放送と通信の融合が進み、メディア

や視聴者の環境が大きく変化する中にあって、信頼される『情報の社会

的基盤』の役割を果たし続けていくためには、テレビ放送のインターネ

ットでの常時同時配信と見逃し番組配信のサービスを実施することが不

可欠と考え、その実施を求めてきた。 

放送を太い幹としつつ、インターネットも適切に活用し、多様な伝送

路で、視聴者のみなさまに、公共性の高い放送番組や情報などのコンテ

ンツを『いつでも、どこでも』受け取っていただける環境を整え、視聴

できる機会を拡大していくことは、公共メディアとしての存在意義に関

わる重要なミッションだと考える。 

インターネット活用業務を、協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って、

放送を補完するサービスとして、その費用を抑制的に管理し、効率的・

効果的に実施することにより、受信料の価値を一層向上させていく。」 

 次に、「（１）『１．協会の業務に関する総務省の基本的考え方』お

よび『２．業務の実施に当たって留意すべき事項』について」の検討結

果について説明します。 

まず、「業務全体の見直し」についてです。 

２０２０年度収支予算の策定にあたっては、受信料の値下げを実施し
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た上で、支出については既存業務を見直し、新規業務を効率的に実施す

ることにより、「ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０年度）」（以下、

「経営計画」）の収支計画の赤字幅を削減する方向で真摯に検討している

としました。次期中期経営計画の初年度である２０２１年度以降に、事

業規模の見直しを加速させること、業務委託や施設・設備整備の在り方

などを検証し、事業支出の削減を着実に進め、収支改善の取り組みを十

分に反映させた計画とすることを目指すとしました。４Ｋ・８Ｋ放送の

普及段階を見据えた衛星放送の在り方については、視聴者保護の観点を

堅持した上で、現在の４波を３波に整理・削減するとして、現時点での

具体的な考え方を１２月中に示すとしています。加えて、音声波の在り

方について、非常災害時に果たす役割や民放の動向などを踏まえつつ、

公共放送として求められる役割なども考慮し、引き続き検討することを

記しました。関連団体の改革については、技術系子会社や制作系子会社

の経営統合などの現状に触れた上で、引き続き、既存業務の見直しとと

もに、さらなる経営統合も視野に入れてグループ経営改革を推進するこ

とを次期中期経営計画に反映させることを目指すとしました。 

続いて、「受信料の在り方の見直し」についてです。 

受信料の値下げを確実かつ適切に実施し、支出の見直しを図ることに

より、財政安定のための繰越金を適正な水準に管理していくとしました。

適正な受信料の在り方について、中長期の事業計画や収支見通しを踏ま

えながら引き続き検討するとしています。 

続いて「ガバナンス改革」についてです。 

監査委員会の強化やグループ経営に関する内部統制関係議決など、改

正放送法を踏まえた対応を改正法施行日までに完了させるとし、グルー

プガバナンスについては、近年着実に整備してきたグループ統制の仕組

みを確実に運用し、さらに実効性を高める取り組みを強化することを記

しました。業務委託については、放送番組の質の確保や、番組制作等の

ノウハウの維持発展の方針を堅持すると同時に、委託による費用の効率

性や手続きの透明性を高めるため、関連団体への番組制作委託の目的を

明確にした上で、外部プロダクションなどを対象とした番組企画競争を

一定の目標を定めた上で一層広げるなど、番組関係においても競争契約

をさらに推進していくことを記しました。子会社の利益剰余金について

は、経営委員会による内部統制関係議決において利益剰余金の協会への
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還元の在り方の考え方を明らかにした上で関連団体運営基準に配当方針

を明記し、高率での通常配当、特例配当も含め、ＮＨＫへの還元を着実

に実行するとしました。 

次に、「（２）『４．ＮＨＫ案に対する総務省の基本的考え方』につい

て」の検討結果について説明します。 

まず冒頭で、２０２０年度のインターネット活用業務については、一

時的に発生するオリンピック・パラリンピック東京大会の費用を除き、

受信料収入の２.５％を費用の上限として実施するべく実施内容を再検

討し、必要に応じて実施基準案を修正するとしました。既存業務をはじ

め、想定される業務全てについて、聖域なく点検し費用を削減するが、

社会的要請を踏まえて、「公益性の観点から積極的な実施が求められる

業務」の中で、放送法上の努力義務に関する業務及び国際インターネッ

ト活用業務のうち、２０２０年度新規に行うものについて、円滑な実施

を確保するため、予算執行上一定の配慮が可能となるような取扱いが必

要と考えると記しました。なお、地方向け放送番組の提供など、必要な

業務であり、かつ直ちに実施することが費用の観点から難しい業務につ

いては、次期中期経営計画の中で具体化させるという考えを記しました。 

続いて、「常時同時配信（受信料制度との関係）」についてです。 

受信契約者の利用申し込みを促進するために、常時同時配信等の画面

にメッセージを表示しない措置は、実施する場合は受信料制度を毀損し

ない範囲で抑制的に行うものと想定していましたが、「基本的考え方」を

踏まえ、実施しないこととしました。オリンピック・パラリンピック東

京大会の際のメッセージ非表示に関しては、オリンピックは民放とのコ

ンソーシアムで、パラリンピックはＮＨＫの単独で、配信権を含む放送

権を独占的に取得していることを踏まえ、ＮＨＫが放送する競技等を広

く提供する責務があると考えることから、地上波で放送する競技とその

関連番組に限定して、メッセージを表示せずに同時配信を実施すること

としたい、としました。 

続いて、「放送法上の努力義務に関する業務」についてです。 

放送法上の努力義務に関する業務については、新たに実施が求められ

ているものであることから、今後新規に行う業務について、円滑な実施

を確保するために、予算執行上一定の配慮等が必要なものと考えると記

しました。２つの努力義務のうち「民間放送事業者との連携・協力」に
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ついては、すでに、ＴＶｅｒを通じた番組配信等を実施していますが、

その具体的な内容は、毎年度の「インターネット活用業務実施計画」（以

下、「実施計画」）に記載することや、民放の求めに応じて、意見交換の

場を検討するなど、二元体制を維持しながら、相互にメリットをもたら

す連携・協調の実施を目指すとしました。もう１つの努力義務、「地方向

け放送番組の提供」については、拠点放送局の設備整備の計画、サービ

スの内容、実施時期等は、次期中期経営計画の中で具体化させることと

しました。２０２０年度の地方向け放送番組の配信については、協会が

行った意見募集や、放送を巡る諸課題に関する検討会で、地方向け放送

番組の配信を求める意見があることや、地域情報の発信の重要性に鑑み、

早期に地方向け放送番組の見逃し番組配信サービスの実施を想定してお

り、実施計画において内容や経費を具体化させるとしました。 

「業務の実施に要する費用」についてです。 

２０２０年度のインターネット活用業務は、一時的に実施するオリン

ピック・パラリンピック東京大会にかかる費用は除き、受信料収入の２.

５％を費用の上限として実施するべく実施内容を再検討し、必要に応じ

て実施基準案を修正するとしました。既存の業務については、利用状況

などの分析に基づいて、サービスの統廃合を利用者に極力ご不便をかけ

ないよう留意しつつ一層推し進めるほか、効率的・効果的な運用を徹底

し、費用を削減するとしました。常時同時配信・見逃し番組配信につい

ては、２.５％の費用上限に収まるよう、常時同時配信のサービス提供時

間等を限定するなど、実施内容・規模を見直した上で、２０２０年４月

から開始することを実施計画で明記するとしました。なお、認証の確実

な実施のため、試行的に２０１９年度内に実施したいこと、利活用の状

況なども踏まえて、その後段階的に拡充することを記しています。２.

５％とは別枠で管理したいとしていた国際インターネット活用業務につ

いては、公正競争確保の観点から市場の競争を阻害する業務とはならな

いが、既存業務の費用の見直しを行い、必要な取り組みを効率的・効果

的に実施するとしました。その上で、今後も訪日・在留外国人の増加が

見込まれることに鑑み、２０２０年度の国際インターネット活用業務の

うち、災害時などの情報提供にも有用な多言語対応の推進について、今

後新規に行う業務の円滑な実施を確保するために、予算執行上一定の配

慮が可能となるような取扱いが必要と考えると記しました。同じく別枠
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で管理したいとしていたユニバーサルサービスについては、視覚・聴覚

障害者や高齢者、訪日・在留外国人等が、協会の放送番組を享受できる

ようにするものであり、公益性の観点から積極的な実施が求められるも

のと考えます。２０２０年度に実施する業務は、オリンピック・パラリ

ンピック東京大会におけるロボット音声実況・字幕等の付与が主である

ことから、オリンピック・パラリンピックの取り組みにかかる費用とし

て支出するよう整理し直すことにしました。２０２０年度に必要なユニ

バーサルサービスの費用は、別枠での管理が認められる、「オリンピッ

ク・パラリンピック経費」に計上することにしたいと思います。費用の

抑制的管理のための具体的な仕組みについては、ＩＴ関連の経費抑制に

精通した専門家など外部の知見などを参考に、実現に向けて次期中期経

営計画で示すことを目指すとしました。 

続いて、「有料業務と見逃し番組配信に関する考え方」についてです。 

まず、受信料財源業務として見逃し番組配信を実施する意義について

まとめています。コンテンツへの接触の在り方の多様化、タイムシフト

視聴の拡大、動画配信サービスの浸透などの視聴環境変化に言及した上

で、ＮＨＫオンデマンドが始まった２００８年時点では、このような環

境になかった経緯に触れつつ、受益者負担で提供することとなったとし、

現在は、民放でも１週間程度の見逃し番組配信を利用者負担なしで提供

するサービスが定着していることなどの環境変化について整理しました。

こうした中で、受信料を財源として、１週間程度の見逃し番組配信を放

送と一体のものとして利用できるようにすることが、受信料の価値を一

層高めること、放送の補完として視聴者のニーズがあることは、２０１

７年度に実施した試験的提供の結果でも確認されたこと、および放送を

巡る諸課題に関する検討会の第二次取りまとめでも「一定の合理性があ

る」とされたことなどを記しました。一方、ＮＨＫオンデマンドサービ

スは、受信料を財源とする見逃し番組配信によって放送と一体のものと

して提供する範囲を超える番組をＮＨＫの豊富な映像資産であるアーカ

イブスを享受していただくサービスとして、視聴者の求めに応じて有料

で提供するサービスと位置付け、これまでの「見逃し見放題パック」と

「特選見放題パック」を一つに統合して提供し、より魅力的なサービス

として利便性の向上を図ること等を記しました。ＮＨＫオンデマンドの

収支については、受信料財源で新たに見逃し番組配信を実施することに
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より、契約者が減って収入は減少すると見込んでいます。その一方で、

収入と連動する形で支払う変動的費用が減ることや、受信料による見逃

し番組配信とＮＨＫオンデマンドの業務を共通化し、効率化することで

支出を抑制することが可能になります。提供する過去番組の本数の大幅

拡大など、利用者を増やす取り組みによって、中期の収支改善を目指す

としました。そして、毎年度、収支等を検証し、所要のサービス・運用

体制の在り方などの見直しを行うことを実施基準案に明記するとしまし

た。 

続いて、「検証体制の整備」についてです。 

インターネット活用業務審査・評価委員会（以下、「審査・評価委員会」）

の委員の選任にあたって、現在も、市場競争の評価等に必要な知見を有

する、中立的な者を選定していますが、あらためて、その旨を実施基準

案に明記することとしました。インターネット活用業務に関する競合事

業者等からの意見や苦情については、適切かつ速やかにこれを受け付け

て対応することとしていますが、加えて、審査・評価委員会が必要に応

じて、競合事業者等に意見を聞くことができるよう、実施基準案に新た

に記載することとしました。理解増進情報については、２０２０年度中

に、ＮＨＫが、インターネット活用業務の適切性の観点から、競合事業

者等の意見を聞き、審査・評価委員会に報告することしました。また、

個々の番組や理解増進情報の提供について、年１回、その必要性や有効

性を点検した上で結果を公表し、審査・評価委員会に報告することにつ

いて触れるとともに、翌年度の実施計画の策定の検討に活用することな

どを記しました。 

最後に、「業務を通じて得られた知見の共有」についてです。 

これまでも、試験的提供の際に、民放と知見の共有を進めてきました

が、改正放送法に盛り込まれた努力義務を踏まえ、可能な限りの知見の

共有ができるよう検討を進めると記しました。 

検討結果の説明は以上です。本件が決定されれば、１２月８日までに

総務省に提出します。 

 

（会 長）   真摯に検討を重ねてきた内容です。ご意見等がありま

せんので、原案どおり決定します。 
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以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

２０１９年１２月２４日 

 

会 長  上 田 良 一 


